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令和７年度静岡県ギャンブル等依存症対策連絡協議会 議事概要

日時： 令和８年２月 26 日（木）午後３時から４時 30 分まで

場所： 障害者働く幸せ創出センター５風来館 Ａ・Ｂ会議室

１ 開会

２ 挨拶

加藤障害者支援局長より挨拶

３ 議事

（１）第２期静岡県ギャンブル等依存症対策推進計画の取組状況・活動指標について

・事務局より関係事業者、県庁関係課の取組状況・活動指標について説明

【質疑応答、意見交換】

・聖明病院よりデイケア、ギャンブル症の推移について説明

【説明内容】

長坂会長

（静岡福祉大学

教授）

・事務局から資料をもとに説明いただいたが、委員の皆様におかれま

しては、御意見等あればお願いしたい。

・私の方では、スマホ、オーバードーズに関する講演を行ってほしい

という要望が中学校・高校から多くなってきている。

・特に高校ではオーバードーズの課題は外せなくなっている。スマホ

に関しては、もうずっと手に持っているというような内容の相談が多

い。

・大学においてもＤＸ化で授業でも紙を配らない時代に入り、スマホ

やパソコンで授業ができるようになると、授業のスライドよりもスマ

ホやパソコンのアプリに目が行ってしまうのが学生たちの現状。

・ＤＸ化がいいのかどうか私自身も悩みどころだが、スマホ自体が

様々なギャンブルにもアクセスでき、そして借金もそこでできている

という状況が隠れている。

土屋氏

（医療法人十全会

聖明病院 課長）

・当院のデイケアは、2017 年からスタートして、現在では 70 人の大

規模で精神科デイケアとして行っている。依存症を専門とするデイケ

アとなる。

・デイケアに通われている方の中でギャンブルの推移を調べてきた。
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【質疑応答、意見交換】

・2018 年から 2025 年までに利用された方の依存症の割合について、

全体規模が 3.4 倍に拡大する中ギャンブルの実数は 4倍、アルコール

に次ぐ第 2の疾患となっている。

・ギャンブル症について、算定数としては増加傾向になっている。最

近では 1 日平均 11 名から 12 名で高止まりし、定着率が向上してい

る。

・長坂会長からもお話があったが、スマホ等の普及により、2022 年と

比べると 25 年度では 20 代の若年層の利用者が約 2 倍に急増してい

る。要因としては、オンラインのギャンブルやカジノの普及。掛け金

が高く、借金の膨らみも極めて早く、病状としての進行も著しいので

はないかと考えている

・当院では、現在月曜日から土曜日までデイケアを行っているが、ギ

ャンブル症の方向けのプログラムは土曜日に行っている。これは定着

率が高かったこともあるが、ギャンブル症の方はお仕事をされている

方も多い。そういった現状を踏まえ、入院ではなくデイケアの施設が

あるので、なるべく社会的影響を損なわず治療に繋げる工夫をしてい

る。

・ギャンブル症の方には、認知行動療法による学習と、ミーティング

による共感を組み合わせた２部構成で、回復を促進している。認知行

動療法では、ギャンブル症のメカニズム、ギャンブル症とは何なのか

といった考え方の確認等を行っている。ミーティングでは仲間同士の

体験談の分かち合いや気づき、希望、問題解決のヒントを得る、孤独

感の解消と居場所の確保を行っている。

・プログラムを２年３年と続けて通っている方がいる。定着率が高い

要因として、共感を得られる、孤独ではないという場所を作れている

ことが要因ではないかと考えている。

・参加者の 60％が完全にギャンブルを止めている。ギャンブルに関す

る認知の歪みの改善、自己効力感に有意に変化があったと考えてい

る。

・参加者の 40％で、頻度や金額の減少について、止めていたがまたや

ってしまったという方もいる。そういった方もデイケアに来て「実は

やってしまったんだ」と報告をしてくれる。そういったところがミー

ティングの効果であり、仲間に話すことで、またそこから回復に繋げ

ることができる。

長坂会長 ・デイケアの疾患種別についてその他を教えていただきたい。また、
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（静岡福祉大学

教授）

私どもは分かるが、認知行動療法を説明いただきたい。

土屋氏

（医療法人十全会

聖明病院 課長）

・その他に関しては、依存症ではなく統合失調症といった精神疾患、

また、大まかに分けたので、スマホ依存で来られたりとか、万引きや

買い物依存といった非常に少数な依存症について、一括してその他で

まとめさせていただいた。

・認知行動療法は日本では依存症に対する標準的な治療として普及し

ている。元々依存症という病気を見たときに、例えばお酒をたくさん

飲むとか、ギャンブルであれば多額の借金をしてしまう、そういった

行動に囚われがちだが、そういった行動の前には認知、考え方があり、

考え方の癖がある。例えばお酒であれば、暑かったら飲むしかないと

いったような感じ。そういった偏りを、仲間たちと一緒に、例えば暑

かったときに本当にこの方法しかないんだろうか、それ以外の方法が

あるんじゃないだろうかと考える。

・認知行動療法の当院でのデイケアの特徴として、テキストはあるが、

スタッフが教えるという形ではない。スタッフも一緒になって他の考

えは何かをともに考えるという姿勢で行動の修正を図っていく。

・プログラムとして、スタッフと当事者のマンツーマンではなく、集

団で、10 人から多いときは 20人ぐらいで、スタッフも参加者も意見

を出し合いながら、自分たちの考え方は他にあるだろうか、そして根

底にある本当はまずい、本当はやめなきゃいけないという感情を肯定

して、それを行動に移していく、こういった治療法となっている。

・ミーティングについては、孤独感を埋められることがまず一番大き

いところだと思う。依存症は孤独になりやすいので、自分だけがギャ

ンブル、パチンコ、パチスロで苦しんでいるのではないことに気づけ

ることができる、共感できるというところ。この２部構成でプログラ

ムは構築させていただいている。

長坂会長

（静岡福祉大学

教授）

・認知行動療法について、自分の認知を変えていくというか、自分の

理解を変えていくには結構有効なもので、例えばアルコール依存症だ

と酔っている自分とシラフの自分のギャップがありすぎるときに修

正を図ると、かなり有効に働いたりする。

・認知行動療法はアディクション問題には取り入れられて実施されて

いる。

・自分でギャンブルをやっちゃったよと言えるというのが、実はすご

い環境だと思う。

・私の関わってた方について、自動販売機のお茶を買っただけなのに、

スロットが揃ってコーヒー１本がまた取れた、今日は当たるに違いな

いと思って、自販機からスリップしたという方もいた。



- 4 -

・「やっちゃった。先生やべえよ。自販機で当たっちゃって、今日つい

てると思ってそのままやっちゃったんだ。」という、そういった行動が

次の自分のやめようという意識を高めていける構造と繋がっていく

ことの説明にも繋がってくるかと思う。

・委員の皆様からもそれぞれのお立場で、ギャンブルの問題、利用者

の方々の問題、そしてお客様の問題、様々あると思う。現状と課題、

お気づきの点について、委員の皆様から意見を頂戴したい。

塚本委員

（ＧＡ静岡グルー

プ）

・県内の自助グループとして活動しているのが４グループ、その中で

大体人数的には、一つのグループが 10 名前後、多いところで静岡の

グループは 30 名を超えて参加してる。静岡のグループは磐田市と静

岡市の２ヶ所の会場で、常時週１でやって大体それぐらいの人数が参

加している。

・傾向として、やはり地域差はあるかもしれない。県西部の方だとや

はり公営ギャンブル、浜名湖の競艇場の関係の方が多い。静岡中心部

だとパチンコ、パチスロの方が多い、意外と静岡の競輪場でされる方

は少ない。県東部に関しては別のグループの方たちがやってるため、

具体的なところは分からないが、参加人数としては大体同じような感

じだと思う。

・傾向として増えているのは、今まで僕らが考えてもみなかった属性

の方。仮想通貨であったり、ネットの普及でそういったものが簡単に

できる。自分がそうなんだろうなって気づくまでにはかなりの金額を

使ってしまっている方は圧倒的に増えてきている。

・そういったところでは、静岡グループの関係は全体としては増加傾

向にある。お金の問題、そして不幸なことに自殺を選んでしまう方た

ちもいる。その部分については自助グループに参加してる当事者の話

だけではなかなか分からないというのが実情。

長坂会長

（静岡福祉大学

教授）

・最初、アイセル 21 からはじまってこんなにグループが多くなって

いることは驚いた。

・GA に繋がったり、当事者の方に繋がるというのは大きいかなと思っ

た。

・仮想通貨への取組についても今後問題になると思う。

鈴木委員

（ギャンブル等依

存症の家族の自助

グループ）

・アイセル 21 で毎週土曜日 10 時から 12 時まで会を行っている。な

ぜ毎週かというと、やはり家族の方はもう真っ暗闇で来るが、不安が

先行して居ても立ってもいられない。本人にはやはり口出ししたい、

ああしろこうしろダメじゃないかと。私どものところに来て、本当に

これは病気なんだと理解するには、家族自体が本当に病気だと心から

思えるっていうのは何回か来ないとそう思えない。

・ギャンブラーと一緒に住んでいる方は、もうとてつもない体力とか
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エネルギーを使ってしまうということで、ノイローゼになったり家族

の方が病院に通ったり、精神的におかしくなったりという人がいる。

・私のところは、コロナ禍後人数は減った。今来ている方は年配、ど

ちらかというと、仕事を引退したという方が来ている。若い方はどち

らかというと男性よりも女性の方が俄然多くて、うちの息子がこうだ

とか、旦那はギャンブル依存症だとかということで来ている女性が多

い。女性も土曜日に仕事があるんでこれないとかそういうことで、私

どもも四苦八苦している。土曜日に来られるように、毎週やっている

から来てくださいねというお願いをしている。来られないときに、来

週は頑張っていこうと会社と話をして休みをもらってくる方もいる。

・ギャンブラーのことは考えないように、自分の生き方を変えるよう

にという話を一生懸命している。家族はギャンブラーの問題を自分の

もののように解決しようとしているが、ギャンブラーそのものは自分

の問題じゃない。借金を返した後は平然としている方がほとんどで、

問題ではなくなってきている状態。

・だから、私のところに来ている家族の方は、自分のことを知って、

先ほどの説明にもあったように認知行動療法の、自分のことを知ると

いうか、考え方を変えるとか、そういうことをやっている。

長坂会長

（静岡福祉大学

教授）

・ご家族の方は特に借金が目に付いてしまい、この借金をどうにかす

れば何とかなると最初は思われる。でもそれが（考え方を変えなけれ

ば）だんだんと膨らんでくることがある

・何か事件との関係はあるか？

鈴木委員

（ギャンブル等依

存症の家族の自助

グループ）

・私の息子がギャンブラーでいろいろな問題があり、警察の方にもい

ろいろお世話になった。高額闇バイトに手を出して、そのときに、な

んでそうなるかということを考えたら、ギャンブラーというのは真面

目で、一生懸命借金を早く返そう、普通にバイトやってても追いつか

ねえやと思う。

・高額闇バイトというのはうまくできていて驚いた。これは本人から

も聞いたし、警察の方にも聞いたが、シグナルというアプリがあり、

電話でこういう仕事があるよと聞いた際にこういうアプリを入れな

さいと言われて、そこから指示するからということで、何時にここに

行って封筒を受け取ってきてください、その封筒をこちらへ持ってき

てくださいという何にも内容がわからないけどお金をもらえるとい

うので、うちの息子は考えもなしにその行動をした。１回目は成功し

てしまい報酬をいただいた。２回目に逮捕された。そのときは何々駅

まで行ってくださいという指示があり、駅を下りて、その後の指示を

待って電話したら、「周りを見渡してください、あなたの方を見ている

人がいますか」と聞かれて、見渡したら、１人だけ影からこっちを見
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ている人がいて、いますと言ったら、そのまま反対方向に歩いてくだ

さいついていきますからというような指示がありそれを確かめたら

警察がいて捕まったということだった。その当時、ルフィーというの

が盛んに言われていた時期で、本人は何をやってるかわからないとい

うことで、釈放はされた。

・ギャンブラーは真面目に借金を返そうとすると、焦ってしまって、

余計なものに手を出したり、もう１回（闇バイトを）当てれば返せる

というような簡単な考えになってしまっているようだ。

長坂会長

（静岡福祉大学

教授）

・闇バイトの陰に借金ありと言われてるのが現状。今の体験が物語っ

ているかと思う。

山内委員

（浜名湖ボートレ

ース企業団）

・私共が行う公営競技について、コロナ禍以降にはなるが、インター

ネットでの投票が８割近くまで進んでいて、浜名湖ボートレース場に

来場される方は年々少なくなっているのが現状。

・我々としては、地方公共団体でもあり、施設の有効活用ということ

で、イベントとして、夏休み冬休み春休みといったときにマルシェで

あったりだとか、地域の方々にも施設を楽しんでいただけるようなイ

ベントを行っている。

・ギャンブル依存症の相談窓口を設置していて、広報についても射幸

心を煽らないような広報にも取り組んでいる。

・昨年度、場内の相談窓口にギャンブル依存症の相談に来た方は１名

いた。その方に対しては、我々からギャンブル依存症の窓口を紹介し

たところそのままお帰りになったところではあるが、相談窓口に来て

いただけるよう、場内にはポスターやステッカーであったり、場内モ

ニターの方にも啓発をしている。

・ボートレース業界としても、ギャンブル依存症に向けての広報・宣

伝の指針が作られており、我々としてもキャッシュバックであった

り、ポイント制の宣伝の指針を２月から変えるといったことを進めて

いる。

國分委員

（静岡市公営競技

事務所）

・当競輪場においての取り組みにつきましては資料の通りだが、広報

宣伝の実施、20才未満の方の利用禁止、相談支援の充実、体制整備に

関しては継続実施をしているところ。

・指針の話が浜名湖ボートレースさんからあったが、同じく業界全体

の取り組みとして、本年１月に、競輪ギャンブル依存症対策推進会議

の場で、競輪広告宣伝指針が一部改正された。

・この競輪広告宣伝指針というものは、公益財団法人ＪＫＡ、公益社

団法人全国競輪施行者協議会、競輪施行者、合わせて競輪施行者が競

輪の開催に係る業務委託を受けた事業者が対象となっているが、この
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一部改正については、先般第 192 回の競輪最高会議、これはＪＫＡを

はじめとする中央３団体で組織する競輪事業実施にあたっての重要

事項を審議決定する組織であるが、その場においてその一部改正の報

告をされたところ。

・改正内容について、例えば車券購入時のポイントサービス、ポイン

ト数の付与に上限を設定する。具体的には基本購入額の１％になる。

また、来場時の１日当たりのポイント数の上限も 500 円と設定した。

・これまで過度のポイント数の付与が、ギャンブル依存症を助長して

いる可能性があるとして、一定の制限を設けることとなった。

池野委員

（浜松市公営競技

室）

・浜松オートレース場でのギャンブル依存症対策の取り組みについ

て、主には注意喚起と相談窓口の設置・案内、利用制限の三つの柱で

取り組んでいる。

・注意喚起については、広告宣伝指針を用い、広告においては必ず注

意喚起の文言を入れるだとか、必要以上のポイントの文字を使っての

注意喚起。場内においては、モニターを使った周知、券売機の周りに

購入について慎重にというような文言を貼って注意喚起をしている。

・相談窓口の設置については、場内に１ヶ所設けており、過去には少

ないが３人の入場禁止の措置をとった。

・利用制限については、インターネットの場合もそうだが、購入でき

る上限額を設定して、過度な投票に結びつかないようにしていたり、

あるいは先ほど静岡競輪さんのおっしゃった、オートレースもＪＫＡ

が同じ振興団体だが、ＪＫＡとオートレースの施行者の協議会があ

り、そこで１月に同じように報告宣伝指針を設定した。

・キャッシュレス投票を一部導入しているが、購入金額でピラミッド

型のランクの付与をしており、そのランクによって、購入した金額の

キャッシュバックをしたり景品をもらえたりということがあったが、

それがギャンブル依存症の助長に繋がっているという指摘もあった。

２月の改正でそのランク付けを廃止し、現在は一定の付与だけになっ

ている。

掬川委員

（伊東市公営競技

事務所）

・一昨年の４月にこの部署に配属してきたが、伊東競輪において私が

配属してから、ギャンブル依存症等の相談は受けていない。

・しかし、仕事柄全国の競輪施行者と意見交換をする場が頻繁にあり、

そちらでお話を聞いたところ、全国的にも１日あたりの入場者数が多

い競輪場では、高齢の父親が年金支給日に競輪場に出向いて、ほぼそ

の日で全額を使ってしまうと。父を出入り禁止にしてほしいというこ

とで、お母さんとお子さんで競輪場の相談窓口に来られた事例もある

ようだ。

・オートさんもボートさんも含め、他もそうだと思うが、本場開催と
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いって、選手が自分たちの競輪場で走るのと、本場開催ではなく場外

開催といって、全国の競輪場の場外発売をできるのが月の８割以上と

なっている。

・施行者の立場から、毎日来てるファンであったり車券を購入してい

るファンを見ても、その人が依存症なのかどうかは正直分からない。

・どの公営競技もそうであると思うが、競輪場内で買うこともできる

し、ネット投票もできる。競輪の購入はネット投票が主流になってい

て、売上も増加傾向にある。このネット投票がもちろん自宅にいなが

ら、仕事の休憩時間とかでも、全国のモーニング開催、デイ開催、ナ

イター開催、ミッド開催と丸一日やっている競輪場のどの競輪場も買

えてしまう。大変便利なシステムではあるが、ネット投票なので目の

前で現金が動いていかない。他の人の目が届かないところで購入する

ことが可能なので、家族とか同僚とか近くにいる人であっても、その

進行具合等が分からないことがすごく多いと思う。

・國分委員からもお話があったが、うちもＪＫＡの上部団体の方で、

ポイントサービスの付与であったり、過度に射幸心を煽るようなポイ

ント付与・広告をしないということが決められているが、競輪施行者

および競輪関係団体のみでは対応に苦慮することも多いかと思う。そ

の啓発、治療、更生に至る手段も理解不十分である点もあるため、こ

のように様々な立場の方の意見を聞く中で、有効な対策の検討や、関

連部署等との連携を図っていきたいと考えている。

成宮委員代理

（静岡県遊技業協

同組合）

・遊技業業界は 2030 年秋に大阪のＩＲ、カジノの開業を見据えて、

一段と依存症の防止対策というのに力を入れているところ。

・取り組み状況については、資料をご覧いただければわかるかと思う

が、特に遊技業業界、パチンコ業界については、やはりギャンブル等

の等の部分だというところで、あくまで遊技業は警察等からの許可を

いただいての業界だということでギャンブルとは切り離して、ＩＲの

開業に備えている部分もある。

・ＩＲの開業に伴って大阪の方では、パチンコ業界を狙い撃ちするよ

うなこともあり、依存症対策をしっかりやっていこうというところ。

・県政モニターアンケートについて、前回の質問と同じということだ

が、調査項目でギャンブル依存症になってるが、ギャンブル等の等は

入らないのかというところ。設問の状況でパチンコパチスロが出てく

る。推進計画を見ると、最初は公営競技から始まっていて、関係団体

ということで遊技業業界が入ってくる。アンケートに答えてくれた人

はパチンコパチスロはギャンブルなのかなという印象になる。こうい

うところは配慮願いたい。

・我々の上部組織である全日本遊技業協同組合連合会という組織から
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もトップダウンで指示が出ているので、引き続きギャンブル等依存症

対策に取り組んでいきたいと考えている。

奥野委員代理

（静岡県警察本部

生活保安課）

・風俗事件というのも色々あり、いわゆる健全な風俗環境の保持、維

持、浄化という点から、賭博事件も取り締まりの対象となっている。

・我々が取り扱っているのは、いわゆる遊技賭博。トランプやスロッ

ト、テーブルカジノと言われるバカラや昔は丁半博打というものもあ

ったが今はこれらを対象としている。

・オンラインカジノについて、昨年の９月 25 日に施行されたギャン

ブル等依存症対策基本法にもインターネットを使用したカジノとい

うことで明言されていて、警察としては取り締まりをしていくことを

第一に考えている。

・県警としては、オンラインカジノに関しての取り締まりは令和７年

中はない。令和６年中には２件の検挙をしている状況だが、やはり賭

博の事件は、事件情報を入手することが非常に困難。賭け事をした人

も犯人、違反しているということになるので情報が入ってこない。

・おそらくギャンブル依存症になった人についても、悩んではいるが、

警察に捕まりたくないという考えの人がいると考える。

・オンラインカジノに特化した広報啓発活動についても力を入れてい

る。昨年９月の施行にあたり、公営競技場の皆様や、遊技業協同組合

の方にもご協力をいただき、広報啓発活動をさせていただいている。

・県警としてはこれからも、広報啓発活動と取り締まりを両輪としな

がら１人でも賭け事に手を出す人が少なくなるよう、さらにははまら

ないように、取り組んでいく。

・昨年、全国紙でスマホ課金をするために小学生の子がオンラインカ

ジノに手を出してしまうというような記事もあり、オンラインカジノ

がスマートフォン一つできてしまうということで、かなり若年層まで

広がっているんじゃないかと考えている。

・オンラインカジノについて、いわゆる定義はないが、インターネッ

ト回線を通じて賭け事するというのが主なもの。日本で認められてい

るオンラインカジノはない。海外では法律で認められている国もあ

り、海外で認められている会社のサイトに日本からインターネット回

線を通じてオンラインカジノをやっているという状況。日本では賭博

全般が禁止されているため、海外の法律的に認められているサイトで

あっても、日本から行うことについては犯罪になる。

・オンラインカジノをやるには賭けるためのお金が必要になるが、い

わゆるポイントを買う必要があり、ポイントを購入する口座に入金す

る。賭けていって勝ったら自分の口座に入金するよう持ってくる。入

れる口座ともらう口座があるが、ここには決済代行業者が絡んでく
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る。決済代行業者が海外のサイトから肩代わりしてお金の送金をやり

とりしているので、これを何とかすることを警察として対応してい

る。

・依存症に苦しむ方を何とか助けてあげたいという観点からは、警察

はやはり取り締まりをしていくしかないと考えている。

・身近な依存症に苦しむ人に対して、「捕まらなきゃ止めないから一

回捕まってみよう」、という説得ができる人がいたらぜひ行っていた

だきたい。

馬淵委員

（静岡県西部保健

所 所長）

・依存症の方全般に対しては、精神保健福祉相談があり、依存症に限

ってはいないが、例えば我々の西部保健所だと、管内で３ヶ所、うち

２ヶ所は毎月、１ヶ所は３ヶ月に１回、精神科医師との相談の機会を

設けている。

・また明らかに依存症という相談であれば、静岡県精神保健福祉セン

ターの依存相談を紹介している。

・小さいお子様がスマホを見ていて親がそれを注意する、それがトラ

ブルになってしまって、警察さん経由かもしれないしそれ以外かもし

れないが我々のところに来るということが時々起こってる。スマホが

場合によってはギャンブルの入り口になってしまうというような観

点もあるため、今後は児童生徒への対応ももちろん、教育、案内、注

意の仕方も含めた親への対応も必要になると考える。

・冒頭、長坂会長がオーバードーズに言及されたが、保健所では衛生

薬務の部門が対応をしている。特に高校生を対象に、地域の薬剤師会

等ともに学校で薬学講座を開催している。西部保健所の独自の活動と

して、１ヶ所の高校で、オーバードーズを高校生自身が考えてキャン

ペーンをやるという取り組みを開催した。

・市町の福祉部門の方々との意見交換会では、オーバードーズについ

て現状と課題、今後の取り組み方針等の情報共有を行っている。

内田委員

（静岡県精神保健

福祉センター 所

長）

・依存症に関して、県民に対して知識を普及するということで、研修

会や講演会を行っている。

・そこで思うのは、依存症が精神的な疾患の一つであるということを

理解してない方が多い。なかなか治るものではないが、医学的に手を

差し伸べればそれなりに回復する、回復したところを維持できるとい

うのは知らせていかなければならない。

・実際に依存症になった人がある程度回復して、その回復した状態を

どう維持するかというところでリカバリーミーティングを月に２回

行っている。これはまさしく聖明病院デイケアの午後のミーティング

における共感と同等のものと思う。

・ＳＭＡＲＰＰというせりがや病院が開発した、薬物依存に対しての
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回復の集団療法があるが、それをアルコールやギャンブルでも使える

よう手を加えた。その教材をもとに、仲間同士の体験談の分かち合い

だとか、自分はどうだった、別の人はこうだった、ということを討論

する。

・リカバリーミーティングではどの依存症も対象。先ほどギャンブラ

ーは真面目という話があったが、本当に真面目な方が多く、自分のこ

とに対して真剣に向き合って、その気持ちをきちんと討論している。

孤独感がだんだん解消されて、ここに来ればちょっと気が楽になると

いうような場所を提供している。

・傷を舐め合うのではなく、苦しいことを共感する場所の提供は大事

と思っている。

・人員に限りがあり、リカバリーミーティングを拡大できないのが課

題。

宇井委員

（静岡保護観察所

所長）

・保護観察所では刑務所から仮釈放された人や保護観察付き執行猶予

の判決を受けた人などに対して、保護観察を実施している。

・ギャンブル行為そのもの、賭博罪で我々のもとに来られる方はほと

んどいないが、ギャンブルへの依存、あるいは浪費などが原因で生活

が破綻してしまってその結果、例えば窃盗や強盗、特殊詐欺などの財

産犯に及んで、刑務所に入る、あるいは保護観察付き執行猶予の判決

を受けるなどして我々のもとに来られる方は相当数いる。

・薬物依存の方々については、内田委員からもお話があった認知行動

療法、ＳＭＡＲＰＰをベースにしたプログラム実施をしていて、この

プログラムの受講を保護観察中の遵守事項として義務付けるという

取り組みをしている。

・ギャンブル依存については、プログラム、あるいはその処遇の枠組

みというものはない。

・職業安定所や処遇に協力をしてくださる雇用主の方々と連携して、

早期に就職し仕事中心の生活習慣を身につけてもらうという指導を

行ったり、あるいは金銭管理に関する指導、また余暇の善用に向けた

助言を行っている。

・ケースによっては、本人の回復に向けた動機付けや意欲、あるいは

お住まいの地域などによっては、依存症回復支援を実践している医療

機関の方々、自助グループの方々に繋いでいくということも処遇の方

法として考えられる。

青柳委員

（静岡県弁護士

会）

・破産を含めた債務整理について、多重債務が増加傾向にある。これ

はギャンブルに限った話ではなく、昨今の物価高というところからも

多重債務者は増加傾向。

・特に県西部と東部は多重債務相談がパンク状態になっている。一般
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の方がアクセスしやすい法テラスや沼津にある東部弁護士会と浜松

の西部弁護士会、こちらの多重債務相談も予約を入れることができな

く、受け皿がかなり埋まっている状況。弁護士会では改善すべきと話

が出ているところ。

・私見だが、ギャンブルの借金で弁護士に債務整理の相談をするのは

後ろめたい気持ちがある人が多いと思う。例えば自分が病気になり生

活費が足りなくて借金したとか、自分に帰責性がないものは相談しや

すい。

・ギャンブルで自分に責任があり、受け皿が少ないと余計足が遠のい

てしまう。

・債務整理を希望される方に対して弁護士の広告宣伝方法が不適切で

あるケースが多く見られている。特に大都市圏の法律事務所におい

て、返済が困難な人に対して任意整理といって分割の支払いを提案す

る、自己破産という負債額をゼロにする方法ではない方法を案内を

し、さらにその払う金額から何％が弁護士のフィーとして入ってくる

というような広告が蔓延している。

・日弁連の多重債務に関わるセクションにおいてもそういった問題点

は上がってきている。

・よくギャンブルをすると自己破産ができないということが言われる

がこれは半分合っている。法律上、免責不許可事由といって、破産法

においては借金の理由が賭博や投機、投資で作った負債については原

則免責ができないという規定がある。

・しかし免責不許可事由に該当しても、ほとんどの場合は裁量免責と

いって、今回は許すということで多くはそちらで免責になる。裁判所

の実務上は、ギャンブルで借金を作ったので自己破産できないという

ことには、実はほとんどならない。

・法律上は自己破産できないということになっているので、ある種餌

ではないが、支払いがしんどい人を任意整理に誘導しているような法

律事務所が散見されることが問題。

・これは日弁連でも広告の規制の強化であったり、取り締まりを強め

ていくというところで今話が進んでおり、改善を行っていければ。

渡邉委員

（静岡県司法書士

会）

・ギャンブル等で生じた借金に関する相談連携体制の構築についての

取り組みについて報告する。

・静岡県司法書士会では昨年 12月４日に浜松市にて、本年１月 14 日

に静岡市にて主に県や市町の相談窓口担当者を交えた債務整理の講

話会を開催した。近年債務整理業務で都市圏の司法書士等が国が認め

た借金救済制度、借金減額シミュレーターといった大量の広告により

業務を誘引するも依頼者の収入や資産、負債等の諸事情を考慮せず一
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方的に一律の債務整理方針を決定してしまい結果的に依頼者の生活

再建を果たさないのみならず、司法書士等への高額の報酬等、支払義

務が残るといった、いわゆる債務整理の二次被害問題が生じている。

このような被害者は対応した広告事務所との関係が破綻した際には

行政機関の窓口へ相談することが多いことから、窓口担当者と地域の

司法書士との連携体制の構築を目的としたもの。

・講話会は消費生活センター等の担当の方や、労働金庫の方などに参

加いただき連携体制の構築を作ることができた。

古川委員

（医療法人十全会

聖明病院 院長）

・土屋の方から、当院デイケアの最近の進捗状況について、お話させ

ていただいた。当院は依存症の専門医療機関であり拠点医療機関に指

定されているため色々な依存症の患者様を診ている。

・最近は浜松市精神保健福祉センターから頼まれて、性嗜好障害、要

するに覗き、盗撮、こういったものをデイケアあるいは入院で特殊な

治療を行っている。

・いわゆるプロセス依存とか行動嗜癖と言われる方が物質依存に比べ

て増えてきているのが病棟とデイケア両方の最近の傾向。

・ギャンブル等依存症は増えてきている。特徴として働けている人が

多い。

・アルコール依存はやはり 40代 50 代男性が多い。ギャンブルはそう

でもなくて、20 代 30 代の若い人が多く働いている人も多い。

・認知行動療法の話がよく出るが、当院では、最初に島根県の佐藤氏

が開発されたＳＡＴ－Ｇというプログラムと、それを改変して、佐藤

氏からも許可をいただいて作った聖明－Ｇ、また、久里浜医療センタ

ーが全国標準で行うということで発表したＳＴＥＰ－Ｇという３種

類のプログラムを行っている。

・１クールが短く１ヶ月半で終わってしまうので、三つ順繰りにやっ

ても４ヶ月半。半年ぐらいで１クールにしたいと考えている。

・最近患者様からの要望でオンラインが増えている。

・治療にも活かせないかということで、Ｆａｃｅｂｏｏｋでオンライ

ンミーティングを行ってみた。スタッフへの殺害予告などが書き込ま

れてしまったりとうまくいかなかった。匿名で気軽に参加できるとい

う点は悪い面もある。

・以前はパチンコパチスロ、あとは当院が東部にあり伊東温泉競輪場

が近く競輪をするのが患者様において人気であったが、最近はスマー

トフォンで現地に行かなくても場外で全国の競輪ができる。

・少し前は非合法のオンラインカジノが散見されたが、今はそのリス

クを冒さなくてもオンラインで合法のギャンブルができるようにな

った。
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４ 閉会

・以前私が診た 30 代半ばの新患の男性患者様について、競輪が大好

きであった。借金額を聞くと 3,500 万円ということだが、その方は年

収も 3,500 万円ほどあるということで、司法書士の先生を紹介した。

奥様も借金については最近分かったということだった。

・デイケアに通ってる人たちは、ギャンブルの借金をギャンブルで返

そうとみんな頑張るから、余計依存症になる、余計はまってしまう。

しかし、この方は働いて借金を返そうとしていた。

・奥様にも借金については専門家への相談を推奨し、デイケアに来る

よう伝えた。土曜日は仕事ということだが、何とか都合をつけて通っ

てくれているようである。

・デイケアの効果を調べたが、６割が断ギャンブル、４割についても

何らかの効果が得られて有効率は 10 割ではないかと驚いたが、久里

浜医療センターのデータでも断ギャンブルが５割以上。

・ギャンブル等依存症という病気は昔からあり、自然寛解率の高い病

気であると習っていた。自然寛解率が高いということは、コントロー

ル群が何もしなくても自然寛解がある。

・当時、確立した認知行動療法はなかったが、ＧＡにいくだけで５割

の回復率があるんだと、断ギャンブル率があるんだということだが、

自然寛解率がそんなに高いなら、そうだろうとも思ったが、最近の久

里浜医療センターの発表では、自然寛解率は５％しかないということ

だった。

・当院の有効率は 10 割というのは、山奥に当院がある地理的条件か

ら、そこに通っているだけでもモチベーションの高い患者様が多いの

が要因ではないかと考えている。

・ギャンブル等依存症を放置すればどうなるかというと、鬱から自殺

が大変多い。

・相談拠点機関である政令市（静岡市・浜松市）、県の精神保健福祉セ

ンターのデータを見ると、他府県に比べると、ギャンブルの相談数が

静岡県は極めて多い。伊東競輪、浜松のボートレースは有名でギャン

ブルの対策が必要。

・楽しみがあるのはとてもいいことで何でも禁止にすればよいという

訳ではない。有効率の高い治療があるわけで、当院もそうだが、自助

グループも一体となって取り組んでいければ。


